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申込先　〒 895 ‐ 2511
　　　　伊佐市大口里 1888 番地

（伊佐市役所伊佐ＰＲ課内） 
問い合わせ先
伊佐市ドラゴンボートレース実行委員会

☎㉓１３１１・　http://www.isa-dragon.org

種　目　◉ チャンピオン・オープン 
　　　　◉ レディース 
　　　　◉ 中学生（部活動・クラス・少年団等） 
　　　　◉ 小学生
　　　　　 （クラス・子ども会・少年団等） 

参加料　5,000 円
　　　　※高校生  2,500 円、小中学生は無料

編　成　監督 1 人（兼務可）、漕手 8 人以内（小学
　　　　 生は 10 人以内）、鼓手・舵手各 1 人 

距　離　全種目 250 ｍ 

申込
締切 4月14日（金）

※公園内の道路は駐車禁止です。

※期日厳守 

イ
ベ
ン
ト
情
報

募集
参加者
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申込期間　４月７日（金）～５月７日（日）　※期日厳守。定員になり次第締め切ります。

問い合わせ先　社会教育課社会教育係（菱刈庁舎）　☎㉖１５５４

番号 講座名 学習内容（講師名） 学習日 時　間 場　所 定員
１ 絵手紙入門    葉書に四季の草花を描いて大切な人に送りませんか。（松下竹二郎） 第 1・3 水曜     9:00 ～ 11:00 工作実習室 15

２ 古布創作    タンスの中の着物等を再生、自分に合うものを創作しましょう。（藏内順子） 第 2・4 火曜 19:00 ～ 21:00 工作実習室 15

３ 焼き物教室    焼き物入門、初めての方チャレンジしませんか。（河野眞智子） 第 2・4 土曜 13:00 ～ 17:00 工作実習室 15

４ やさしいピラティス    簡単な運動を行い、筋肉のバランスを整えて均整のとれた体を。（大藪良子） 第 2・4 火曜 19:00 ～ 21:00 ダンス練習室 25

５ エッセイ教室      日々の出来事などを文章にしてみませんか。（田ノ上淑子） 第 2・4 日曜     9:30 ～ 11:30 工作実習室 15

６ 伊佐ふるさと探訪    伊佐の歴史と現代の施設を学びながら、ふるさと発見！（原田純一） 第 2・4 金曜 13:00 ～ 16:00 視聴覚室・市内外 20

７ シニアいきいき教室
（高齢者教室）    65 歳以上対象、多種多様な講座と学習交流を行います。（社会教育課） 第 2・4 木曜     9:30 ～ 11:00 多目的ホール 50

８ 使える英会話    自己紹介や簡単な道案内など、初心者のための英会話教室です。（井ノ上千秋） 第 1・3 金曜 19:00 ～ 21:00 視聴覚室 20

９ 健康体操教室    日常生活のなかで簡単にできる健康体操について学びましょう。（坂元克子） 第 1・3 金曜 10:00 ～ 11:30 ダンス練習室 25

10 鹿児島弁講座    楽しく鹿児島弁を学び、郷土の文化を学習しましょう。（川越孝市） 第 2・4 土曜 13:00 ～ 15:00 第４会議室 20

11 かんたんスイーツづくり    自宅で簡単にできるおやつを作ってみませんか。（森田奈美・中村英以） 第 1・3 土曜 14:00 ～ 16:00 調理室・和室２ 10

12 油絵入門    油絵を楽しく学んでみませんか。（海老原政秋） 第 1・3 日曜     9:00 ～ 11:00 第４会議室 15

13 エコクラフト手芸講座    エコクラフトを使って、自分だけのオリジナルバックを作ってみませんか。（川畑章子） 第 2・4 水曜 13:00 ～ 15:00 視聴覚室 15

14 手編み教室    一本の毛糸から好きなものを作り上げてゆく楽しみを。（濱木奈奈美） 第 1・3 火曜 19:30 ～ 21:30 工作実習室 20

15 なつかしの歌声    唱歌等なつかしいメロディーを声を合わせて楽しく歌いましょう。（重水裕子） 第 1・3 木曜 10:00 ～ 11:30 音楽練習室 20

16 はじめての和太鼓講座    【小中高校生限定】カッコよく太鼓を叩いてみよう。（和太鼓衆鼓動塾） 第 2・4 土曜 16:00 ～ 18:00 音楽練習室 15

受 講
生 募 集

番号 講座名 学習内容（講師名） 学習日 時　間 場　所 定員
17 はじめてのヨガ   呼吸法を用い、ストレス解消に役立つリラクゼーションプログラムです。（土生さとみ） 第１木曜 19:30 ～ 21:00 多目的ホール 25

18 筋力アップ講座   KOBA 式体幹バランストレーニングを用い体のラインをきれいに整え、軽負荷
  を使用したトレーニングを行います。（土生 さとみ） 第 3 木曜 19:30 ～ 21:00 多目的ホール 15

19 俳句入門   五・七・五による言葉の調べにより心の中の情景を広げる俳句を学びましょう。（山之口光子） 第３土曜 13:30 ～ 16:00 絵画室 15

20 男性のための
料理教室

  おいしい料理を作りませんか。土曜のランチをいっしょに作りましょう。
  （食生活改善推進員会） 第３土曜 10:00 ～ 13:00 調理室・和室２ 20

21 気軽にトレッキング   伊佐の山や自然（鳥神岡や奥十曽等）を歩いてみましょう。※ 現地集合できる人のみ（前原博文） 第１土曜     9:00 ～ 14:00 市内現地 25

22 田舎料理づくり講座   地元の食材を使いそば打ちや昔懐かしいだごつくりをしてみませんか。（やる気母ちゃん） 第２土曜 10:00 ～ 13:00 調理室・和室２ 20

23 やさしい野菜・花づくり   野菜と花づくりの基礎を学びませんか。（岩元一郎） 第４土曜     9:30 ～ 11:00 工作実習室 15

ふれあい講座（６回）　期間：６月～ 11 月

ふれあい講座（12 回）　期間：６月～ 11 月

○４月 22 日までは、その講座を初めて受講する人のみ受け付けます。
　ただし、４月 22 日時点で定員に満たない講座は、過去に１回受講したことがある人に限り受け付けます。
○シニアいきいき教室（高齢者教室）は、過去に受講したことがある人も受け付けます。
○一人３講座まで申し込みできます。
○講座によっては学習日・時間・場所が変更になる場合があります。
受 講 料　◎ 12 回講座　2,500 円　　◎６回講座　1,500 円
　　　　　※別途、教材費が必要な講座もあります。　
申込方法　大口ふれあいセンターに備え付けの「伊佐市ふれあい講座申込書」に必要事項
　　　　　を記入し、受講料を添えて大口ふれあいセンター１階窓口に提出してください。
開 講 式　５月 20 日（土）10 時～　大口ふれあいセンター３階　多目的ホール

平成 29 年度  伊佐市「 ふれあい講座 
」
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月日 場所 時間（午前）                                    場所 時間（午後）

４
月
５
日
（
水
）

 永尾公民館     9：10 ～       9：20  山ノ口　川崎商店前 13：15 ～ 13：25

 北さつま農協目丸出張所跡     9：30 ～       9：45  北さつま農協木ノ氏出張所跡 13：35 ～ 13：50

 北さつま農協東支所跡     9：55 ～ 10：10  奈良野公民館 14：05 ～ 14：15

 上青木東　中島さん宅前 10：20 ～ 10：25  永野原　福吉理髪店前 14：25 ～ 14：35

 新青木　木ノ下商店前 10：35 ～ 10：45  牛尾消防詰所前 14：45 ～ 14：55

 上青木中公民館前 10：55 ～ 11：05  第４分団詰所（旧焼酎資料館）前 15：05 ～ 15：15

 松ノ口三叉路 11：10 ～ 11：15
 篠原公民館 11：25 ～ 11：35

４
月
７
日
（
金
）

 大口中央中学校正門入口     9：10 ～       9：25  中央公民館跡 13：20 ～ 13：40
 水ノ手公民館     9：35 ～       9：50  浜里公民館 13：50 ～ 13：55

 原田公民館 10：00 ～ 10：15  木崎　大岩さん宅前 14：00 ～ 14：10

 小水流　あたご店前 10：25 ～ 10：55  木崎公民館入口 14：20 ～ 14：25

 北薩森林管理署前市役所車庫 11：05 ～ 11：20  高柳公民館 14：35 ～ 14：45
 仲町公民館跡前 11：30 ～ 11：40  大田公民館 14：55 ～ 15：05

４
月
10
日
（
月
）

 春村公民館三叉路     9：20 ～       9：35  中村林産前 13：15 ～ 13：20
 小木原東　諏訪神社     9：45 ～ 10：00  小川内公民館 13：30 ～ 13：40

 小木原上公民館 10：10 ～ 10：20  五女木公民館 13：55 ～ 14：00

 停車場公民館（駅跡公園） 10：30 ～ 10：50  旧山野西小学校前 14：15 ～ 14：20

 旧山野中学校体育館横 11：00 ～ 11：10  猩々公民館 14：50 ～ 14：55
 尾之上公民館 11：20 ～ 11：30  井立田ポンプ室前 15：00 ～ 15：05

４
月
12
日
（
水
）

 山野基幹集落センター     9：20 ～       9：40  平原　下村橋横 13：10 ～ 13：25
 石井　旧小泉商店前     9：50 ～ 10：00  渕辺　谷川政昭さん宅横 13：35 ～ 13：45

 中村橋三叉路 10：10 ～ 10：20  北さつま農協平出水支所跡 13：55 ～ 14：15

 石井公民館 10：25 ～ 10：40  平出水上公民館 14：30 ～ 14：40

 木地山橋横 10：55 ～ 11：00  日東公民館 14：55 ～ 15：00
 旧布計駅前 11：15 ～ 11：20

４
月
14
日
（
金
）

 園田　梅木田商店前     9：10 ～       9：25  北さつま農協白木倉庫 13：20 ～ 13：30
 鳥巣上公民館     9：35 ～       9：45  白木地区集会施設 13：40 ～ 13：50

 冨士福祉館     9：55 ～ 10：05  羽山公民館 14：15 ～ 14：25

 大島北公民館 10：15 ～ 10：25  白木　久野さん宅入口 14：40 ～ 14：50

 大島南公民館 10：35 ～ 10：50  羽月北　山之神公民館 15：00 ～ 15：05

 羽月地区公民館 11：00 ～ 11：15

 萩谷神社前 11：25 ～ 11：30

 須原　馬頭観音前 11：35 ～ 11：40

　犬は、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が                                             法律で義務づけられています。

   ・注射には、飼い犬をしっかり捕ま 

　えられる人が来てください。

   ・できるだけ、おつりのないように
　お願いします。

　　　　　生後 91 日以上の犬
　※家の中で飼われている小型犬も対象です。
　　　　　注射料   3,400 円
　　　　　（注射料 2,850 円・注射済票 550 円）
　　　　　登録料   3,000 円

対象犬

手数料

狂 犬 病 予 防 注 射 ＆ 畜 犬 登 録

問　環境政策課環境保全係　☎㉒１０６０
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月日 場所 時間（午前） 場所 時間（午後）

４
月
17
日
（
月
）

 金波田　岩城さん宅前     9：10 ～       9：20  八代公民館 13：10 ～ 13：20

 金波田公民館     9：30 ～       9：40  宮人公民館 13：30 ～ 13：40

 堂崎公民館     9：45 ～       9：50  馬渡公民館 13：55 ～ 14：00

 羽月鉄道記念公園前 10：00 ～ 10：10  羽月　田代公民館 14：15 ～ 14：25

 高津原　土師さん宅前 10：20 ～ 10：25  辺母木公民館 14：35 ～ 14：45

 湯ノ谷　本石さん宅前 10：35 ～ 10：45  羽月西青少年センター 14：55 ～ 15：10

 下殿公民館前 11：00 ～ 11：10  川岩瀬公民館 15：25 ～ 15：35
 下ノ木場精米所跡地前 11：20 ～ 11：30

４
月
19
日
（
水
）

 城下公民館     9：20 ～       9：30  川西公民館 13：15 ～ 13：25
 北さつま農協曽木支所     9：40 ～       9：55  針牟田公民館 13：30 ～ 13：45

 田原公民館 10：05 ～ 10：10  西方公民館 14：00 ～ 14：10

 北さつま農協針持支所跡 10：25 ～ 10：35  西太良　田代公民館 14：20 ～ 14：30

 土瀬戸消防詰所 10：45 ～ 10：55  釘野々　上園さん宅前 14：40 ～ 14：45

 西太良地区コミュニティセンター 11：05 ～ 11：15  高塚公民館 14：55 ～ 15：00
 深川公民館 11：30 ～ 11：35  堂山公民館 15：10 ～ 15：20

５
月
８
日
（
月
）

 徳辺下集落センター     9：15 ～       9：25  下手須川　ごみ収集所横 13：15 ～ 13：20
 楠本集会施設     9：35 ～       9：40  下手上多目的集会施設 13：30 ～ 13：40

 新拓集落センター     9：55 ～ 10：00  下手風呂元　田上さん宅前 13：45 ～ 13：50

 新川集落センター 10：10 ～ 10：20  築地　若宮神社前 14：00 ～ 14：10

 姫宮神社前 10：35 ～ 10：45  築地集会施設 14：20 ～ 14：30

 徳辺上集落センター 10：55 ～ 11：05  共進地区教育集会所 14：40 ～ 14：50

 停車場青少年会館 11：15 ～ 11：20  共進納骨堂前 15：00 ～ 15：10

 下名集会施設 11：30 ～ 11：40  前目上　杉本さん宅前 15：20 ～ 15：25
 前目公民館 15：30 ～ 15：40

５
月
10
日
（
水
）

 荒瀬多目的集会施設     9：15 ～       9：25  薬師神社鳥居前 13：15 ～ 13：25
 北さつま農協川南出張所跡前     9：35 ～       9：45  下市山集会施設 13：35 ～ 13：40

 町舟津田上集会所     9：50 ～       9：55  上市山　岡山さん宅前三叉路 13：45 ～ 13：50

 小川添公民館 10：05 ～ 10：15  東市山集会施設 14：00 ～ 14：10

 永池鉱泉前 10：25 ～ 10：35  上市山集会施設 14：20 ～ 14：25

 柳野三叉路 10：40 ～ 10：45  北部集会所跡 14：35 ～ 14：45

 楠原集会施設 10：55 ～ 11：00  田中下　小山商店横 14：50 ～ 14：55

 岩戸橋横 11：10 ～ 11：20  田中中　北山商店前 15：05 ～ 15：15

 本城宇都集会施設 11：30 ～ 11：35  田中　南方神社 15：25 ～ 15：30
 瓜之峰公民館 11：45 ～ 11：50  田中上集会施設 15：40 ～ 15：50

５
月
12
日
（
金
）

 本城地区集会施設     9：15 ～       9：25  湯之尾校区集会施設 13：20 ～ 13：30
 青木元地区教育集会所     9：35 ～       9：45  山下　鵜泊青少年会館 13：40 ～ 13：50

 比良地区集会施設     9：55 ～ 10：00  湯之元　市営公衆浴場横 14：00 ～ 14：05

 荒田地区集会施設 10：10 ～ 10：20  猶原集会施設 14：15 ～ 14：20

 大峰　ごみ収集所横 10：30 ～ 10：35  平沢津公民館 14：30 ～ 14：35

 下荒田公民館 10：45 ～ 10：55  小原松山　園田さん宅前 14：50 ～ 14：55

 花北下　中間商店前 11：05 ～ 11：15  山田地区集会施設 15：05 ～ 15：10

 花北営農研修センター 11：25 ～ 11：35  山田　菱刈ひまわり館 15：20 ～ 15：30

 重留南集落センター 11：45 ～ 11：50  市役所菱刈庁舎東側車庫前 15：45 ～ 15：55

必ず連れて行ってね！
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　市では、次のような高齢者サービスを実施しています。希望する人は早めに申請して
ください。家族や代理の人でも申請できます。
　自分で申請ができない人は、民生委員・自治会長・福祉協力員にご相談ください。

伊佐市の高齢者福祉サービス

問い合わせ先　長寿介護課高齢福祉係　☎㉓１３１１

  サービス名 対象者 内容 利用者の負担 手続き

福祉タクシー
利用券

  ・平成 29 年度中に75 歳以上になる
     高齢者（昭和 18 年３月 31 日生まで）
  ・身体障害者手帳（1・2 級 ）、療育手
　 帳、精神障害者保健福祉手帳の
　 所持者

  通院、買い物、公共施設利
  用などに使える１枚 500 円
  のタクシー利用券を年 24 
  枚発行
  （１回３枚まで使用可）

  タクシー料金から
  助成額を差し引い
  た額

  長寿介護課
  （大口庁舎）

  長寿介護課分室
  （菱刈庁舎）

  必要な物
  ・印鑑
  ・該当する手帳等
  ・免許証や保険証
　 など受給者の身
　 分を証明できる
　 もの

はり・きゅう
施術助成

  平成 29 年度中に 70 歳以上になる
  高齢者（昭和 23 年３月 31 日生まで）
  で、医療給付の対象とならない
  「  はり・きゅう施術」を受ける人

  1 枚 500 円の受診券を年 20
  枚発行

  1 回当たり 500 円
  の助成額を差し引
  いた額

総合保健福祉
センター

（まごし館）
利用証

  ・70 歳以上の高齢者
  ・身体障害者手帳、療育手帳、精神
　 障害者保健福祉手帳の所持者

  まごし館の温泉浴室等の使
  用料の減額

1 回当たり
150 円

寝具乾燥
サービス

  在宅の 65 歳以上の寝たきり高齢者
  及び身体障害者手帳 （1・2 級）所
  持者

  寝具類（掛布団、敷布団、
  毛布）の洗濯・乾燥
  （年 3 回まで）

1 回当たり
660 円

理髪サービス   在宅の 65 歳以上の寝たきり高齢者   理髪業者が居宅において理
  髪を行います（年 4 回まで）

1 回当たり
400 円

長寿祝金支給   ４月１日から翌年の 3 月末日まで
  に、88 歳・100 歳になる人

  ・1 万円と記念写真（88 歳）
  ・8 万円（100 歳） －   市から支給対象者

  に通知

老人介護手当
支給

  65 歳以上で要介護認定 4 以上の人
  を 6 か月以上同居またはこれに準
  ずる状態で介護している介護者

  支給決定した翌月分から、
  対象月に 1 万円を支給
  （３月と 9 月に分けて支給）

－   長寿介護課
  （大口庁舎）

  長寿介護課分室
  （菱刈庁舎）

  必要な物
  ・印鑑

 ◁緊急通報装置は、
     協力者（  2人 以上）
     の同意書も必要

日常生活用具
給付

  65 歳以上で心身機能の低下に伴い
  防火等の配慮が必要なひとり暮ら
  しの高齢者等

  自動消火器の設置経費の助
  成

  利用者の世帯の所得
  税額による区分に応
  じて決定

徘徊高齢者
対策

  徘徊のみられる認知症高齢者また
  はその高齢者を介護している家族
  等

  徘徊探知機の機器購入等に
  要する初期費用を助成
  （上限 1 万円）

  助成額（上限 1 万円）
  を超える額

緊急通報装置
設置

  65 歳以上の高齢者のみの世帯及び
  身体障がい者のみの世帯

  自宅の電話に通報装置を設
  置し、協力者へ緊急時に連
  絡できる体制を作る

  使用電話回線の基
  本料金及び通話料・
  破損修理代金
  ※設置は市で行います。

生活支援
サービス

  65 歳以上の要介護認定を受けてい
  ない高齢者で、病中病後など一時
  的に支援を必要とする人

  家事・買い物などの生活支
  援サービス費用の一部を助
  成

1 時間当たり
100 円

  長寿介護課
  （大口庁舎）
 
  長寿介護課分室
  （菱刈庁舎）

  必要な物
  ・印鑑

緊急医療
情報キット

  ・災害時要援護者台帳登録者
  ・ひとり暮らしの 65 歳以上の高齢
     者
  ・65 歳以上の高齢者のみの世帯に
     属する人

  情報シートにかかりつけ医療
  機関、持病や服薬などの情報
  を記入して自宅の冷蔵庫に保
  管し、救急や災害時に、救急
  隊等に医療情報を提供

無料

日帰り入浴
サービス

  市内の 60 歳以上の高齢者で老人
  クラブ連合会所属の会員または任
  意団体

  介護予防の一環で、まごし
  館において給食や入浴など
  のサービスを提供

1 回当たり
1 人 1,000 円

  伊佐市社会福祉協
  議会に団体で申込
  み ☎� 4120

高齢者給食
サービス

  65 歳以上の高齢者のみの世帯及び
  身体障がい者

  月曜日から土曜日までの
  昼食や夕食の提供

1 食当たり
650 円

（ご飯無しは 550 円）

  伊佐市社会福祉協
  議会に申込み
  大口地区 ☎� 0011
  菱刈地区 ☎� 4120

❖４月から健康長寿課は長寿介護課に名称を変更しました。
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市民課市民係（大口庁舎）からのお知らせ
—４月１日から変更になります—

受付番号発券機を導入します

手続きの受付窓口が変わります

国民年金の請求手続き・相談が予約制になります

　車道や歩道に宅地の樹木や生垣、山林の
枝等が張り出していると、通行車両や歩行
者等への支障となり、重大な事故につなが
る可能性があります。また、枯れ木等の放
置も枝や幹が折れる恐れがあり危険です。
　私有地の樹木等が原因で事故が発生し、
土地所有者の責任が問われた事例もありま
す。
　私有地の樹木等は土地所有者に所有権が
あるため、土地所有者による対応を原則と
しています。適切な管理をお願いします。

（関連法：民法第 233 条、民法第 717 条、
道路法第 43 条）

道路通行の支障となる樹木等の伐採のお願い
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　窓口に来られた人の用件に速やかに対応できるよう、また、
繁忙期の混雑を緩和するため、次の業務について、窓口受付
番号発券機を導入します。
○住民票、戸籍、印鑑証明等の証明書業務
○住民異動、戸籍届等の異動業務

　発券機から「受付票」が発券されます。

自分の番号が呼ばれるまで、受付票を持

ってお待ちください。

ご理解とご協力を
よろしくお願い
します。

　市民課市民係（大口庁舎）・地域総務課市民窓口係（菱刈庁舎）での国
民年金（老齢・障害・遺族年金）の請求手続き及び請求についての相談は、
予約制となります。
　予約者優先の対応となるため、予約をしていない場合はお待ちいただく
ことがあります。
※ 20 歳到達及び退職等による取得等の手続きや住民異動に伴う住所変更
　等の手続き、免除申請は予約なしでも手続き可能です。

　これまで市民課窓口で一部取り扱っていた次の業務について、受付窓口が変更になります。
○鳥獣飼養許可（更新）手続き…林務課（菱刈庁舎）のみ
○耕作証明、農家台帳及び農業者年金受給者現況届に関すること…農業委員会事務局（菱刈庁舎）のみ

問い合わせ先　市民課市民係（大口庁舎）・地域総務課市民窓口係（菱刈庁舎）　☎㉓１３１１

問い合わせ先　建設課道路維持・施設管理係（菱刈庁舎）　☎㉓１３１１


